
特定技能（育成就労）ビルクリーニング分野の概要

○深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上
の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」を創設（平成31
年４月から実施）。

○特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数：
382,341人（令和７年12月末時点）

○特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数：7,955人（令和７年12月末時点）

○特定産業分野：介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、 自動車運送業、
鉄道、物流倉庫、 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環（１９分野）
（赤字は特定技能１号・２号でも受入れ可。黒字は特定技能１号のみで受入れ可。青字は令和８年１月２３日閣議決定により新たに 追加された分野
で特定技能１号のみで受入れ可。産業上の分野等を定める省令等の公布・施行後に運用開始を予定。）

○在留資格「特定技能」（ビルクリーニング分野）在留者数：8,412人

在留期間：３年、2年、１年又は６か月（更新回数に制限なし）
技能水準：試験等で確認
日本語能力水準：試験（B1相当以上）で確認
※令和９年４月１日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定
受入れ見込数：なし
家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者、子）
支援：受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

在留期間：３年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新
※通算（妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった
期間を除く）で上限５年（相当の理由があると認められる場合は６年）まで

技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）
日本語能力水準：試験（A2.2相当以上）で確認（技能実習２号修了者は免除）
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸係員）分野は別途要件あり
受入れ見込数： 分野ごとに設定あり（全分野で80万5700人（令和11年3月末まで））
家族の帯同：基本的に認めない
支援：受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

【就労関係の在留資格の技能水準】
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特定技能２号のポイント

出典：法務省 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要（令和８年３月２７日更新）」P6
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf 一部抜粋 1

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
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出典：法務省 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要（令和８年３月２７日更新）」P27
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf 一部抜粋 2

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf


特定技能制度の基本方針・分野別運用方針及び関係省令について
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特定技能 基本方針、分野別運用方針及び関係省令について 資料２

出典：法務省 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要（令和８年３月２７日更新）」P28
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf 一部抜粋 4

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
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5
出典：法務省 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要（令和８年３月
２７日更新）」P29 https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf 一部抜粋

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf


出典：法務省 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」（「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 等」令和8年1月23日 閣議決定）
https://www.moj.go.jp/isa/content/001455523.pdf） ※一部加工（赤枠追加）
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ビルクリーニング分野の上乗せ告示について①

１．改正の趣旨

２．改正の概要

●出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技
能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有
の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件について（概要）

ビルクリーニング分野に特定技能の在留資格により在留する外国人の受入れ等に当たり、上乗せ基準告示第２条に定める特定技能雇用契約の相手方となる
本邦の公私の機関が満たすべき基準として、次に掲げる事項を追加する。
〇 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技
能外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）を交
付し、又は提供すること。
※現行の上乗せ要件
第二条ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令（平成三十一年法務省令第五号）第二条第一項第十三号
に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）第十二条の二第一項第一号又は第八号に掲げる事業の登録を受けた営業所において
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人又は同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人を受け
入れることとしていること。
二 厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下この条において「協議会」という。）の構成員であること。
三 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
五 ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。

○ 生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し
即戦力となる外国人を受け入れるため、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。）別表第１の２の表において「特
定技能１号」及び「特定技能２号」の在留資格が設けられている。
○ 当該外国人の雇用に係る基準の一つとして、入管法第２条の５に基づく特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省
令（平成31年法務省令第５号。以下「省令」という。）が定められている。
○ 省令において、産業上の分野の特有の事情に鑑みて基準を告示することとされており、ビルクリーニング分野においては、当該基準が、出入国管理及び難民
認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビル
クリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準（平成31年厚生労働省告示第
67号。以下「上乗せ基準告示」という。）が定められている。
○ 今般、制度の更なる適正化を推進するため、上乗せ基準告示に、特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、特定技能雇用契
約に係る実務経験を証明する書面の交付、又は提供することを加えるため、所要の改正を行う。

資料３
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ビルクリーニング分野の上乗せ告示について➁

○厚生労働省告示第百八十二号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令（平成三十一年法務省令第五号）第二条第一項第十三号の規定に
基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を
定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準
（平成三十一年厚生労働省告示第六十七号）の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める
省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を
改正する件

改 正 後 改 正 前

（ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相
手方となる本邦の公私の機関の基準）

（ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相
手方となる本邦の公私の機関の基準）

第二条 ビルクリーニング分野における特定技能雇用契
約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省
令（平成三十一年法務省令第五号）第二条第一項第十三
号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の
相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも
該当することとする。
一～五 （略）
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルク
リーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定
技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に
対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その
作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該
電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。

第二条 ビルクリーニング分野における特定技能雇用契
約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省
令（平成三十一年法務省令第五号）第二条第一項第十三
号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の
相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも
該当することとする。
一～五 （略）
（新設）

資料３
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ビルクリーニング分野の事業報告（令和６、７年度）

１．厚生労働省が実施した施策

●受入れマニュアル／ガイドラインの作成（令和6年度）
（ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査一式事業〔厚生労働省委託〕）
目的： 事業者が特定技能外国人を適正かつ円滑に受け入れるための実務ツール（マニュアル／ガイドライン）を整備
実施内容： 海外情勢、全国・地域の人手不足状況、現場課題等を把握・整理し、協議会での検討に資する基礎資料として取りまとめ
成果物：特定技能外国人の受入れマニュアル（ビルクリーニング分野https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001567042.pdf
外国人受入れガイドライン（ビルクリーニング分野）https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001567073.pdf

●制度周知の強化および受入れ状況の把握（令和7年度）
（特定技能ビルクリーニング分野に係るオンラインセミナー及び受入れ状況調査実施業務〔厚生労働省委託〕）
目的： 特定技能制度の理解促進（周知）と、構成員の受入れ体制・運用状況の把握を通じ、人手不足状況の改善に資する
実施内容：(1) オンラインセミナーによる情報発信
(2) 協議会構成員に対する現況調査（受入れ状況等）
成果物：事業実施報告書https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001693082.pdf

出典：厚生労働省「リーフレット・説明会情報等」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/blc_tokuteiginou04.html

※各施策は協議会構成員（受入企業）へメール周知

9

２ ．業界団体が実施した施策

●業界団体による受入れ促進・定着支援の取組
（体験活動／周知・研修／教材整備 等）
目的： 特定技能外国人材の採用促進および受入れ準備・定着支援に資するため、体験活動、情報発信、

学習コンテンツ提供、勉強会等を実施。
主な取組：(1) 海外採用に係る体験機会の提供（体験ツアー等）

(2) 制度・実務に関する周知・研修（オンラインセミナー等）
(3) 外国人向け学習コンテンツの提供（教材・動画等）
(4) 企業向け勉強会の開催（雇用実務・受入れノウハウ共有）

【具体例（公表ページ）】
特定技能外国人材 海外採用体験ツアーhttps://www.j-bma.or.jp/notice/110201
厚生労働省主催「特定技能ビルクリーニング分野 受入れ準備・定着支援オンラインセミナー」https://www.j-bma.or.jp/bm-foreign/113425
特定技能外国人材向け「ビルクリーニング紹介マンガ動画」https://www.j-bma.or.jp/movie/95510
～はじめての特定技能人材～ 雇用なんでも勉強会https://www.j-bma.or.jp/bm-foreign/104291 など

資料４

▼雇用なんでも勉強会の様子

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001567042.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001567073.pdf
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ビルクリーニング分野の令和７年度までの試験概要（結果、スケジュール）

１．各種概要

育成就労初級評価試験（準備中） 特定技能１号評価試験 特定技能２号評価試験

【令和９年度からの制度開始に向け準備

中】

・試験開始時期は令和９年度以降の予定

【令和７年度の状況（２月末時点）】

〇各国テストセンターでCBT方式により通年実施

〇受検者数6,255名、合格者4,049名（合格率

64.7%）

【令和８年度の予定】

〇各国テストセンターでCBT方式により通年実施

【累計】

〇受検者数21,972名、合格者17,351名（合格率

79%）

【令和7年度の状況（２月末時点） 】

〇集合方式により３回実施

○受検者数164名、合格者16名（合格率9.8%）

【令和８年度の予定】

○集合方式により４回程度実施予定

【累計】

○受検者数270名、合格者29名（合格率10.7%）

【試験内容（要点）※予定】

○受験資格：育成就労１年目まで

〇試験言語：日本語（原則として平仮名で

分かち書きし、ヘボン式ローマ字を併記）

○学科試験：真偽法。問題数25問、配点

50点、合格基準3分の2

○実技試験：制作等作業試験、問題数1問、

合格基準80%

○試験時間 ： 学科60分、実技15分

【試験内容】

〇受験資格：試験日において17歳以上（インド

ネシア国籍の場合18歳以上）

〇試験言語：日本語（漢字にルビ）

〇学科試験：真偽・選択。問題数 20問、配点40

点、合格基準点60%

〇実技試験：真偽・選択・並替。問題数30問、

配点60点、合格基準点60%

〇試験時間：学科20分・実技30分

〇試験日程：テストセンター営業日に通年実施。

○試験場所：日本、フィリピン等各国の試験会場

【試験内容】

○受験資格： 現場管理の実務経験2年以上

○試験言語：日本語（漢字にルビ）

○学科試験：真偽・組合せ・多肢択一。現場責任者に必

要な知識。問題数50問、配点100点、合格基準点65%

○実技試験：清掃業務・業務管理・人材管理・財務管理

（多肢択一・並べ替え・論述・計算）問題数10問、配点

100点、基準点65%

○試験時間：学科60分・実技90分

○試験日程：年に３回~４回実施

○試験場所：日本（東京・大阪等）

資料５
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資料６
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出典：第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議資料「特定技能制度・育成就労制度の分野別運用方
針に関する 有識者会議の主な御意見と対応（案）」P6※一部加工（赤枠追加）https://www.moj.go.jp/isa/content/001457696.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001457696.pdf


【ビルクリーニング分野】育成・キャリア形成プログラム（案）

講習受講・
資格取得

日本語
能力水準

その他
（フォローアップ
や意欲向上策等）

来
日

特
定
技
能

１
号
移
行

特
定
技
能

２
号
移
行

育成就労 (１～３年目) 特定技能１号 (４～８年目)

１年目

特定技能２号 (９年目～)

２年目

マネジメント
経験

凡例 技能の修得・向上に資するもの フォローアップや意欲向上策

在留資格の移行に係る要件

その他必要に応じて適宜受講・取得するもの

黄色

赤色

青色

その他業務に関連する資格の取得（普通自動車運転免許等）

特定技能１号評価試験

Ａ１相当以上 Ａ２．２相当以上 Ｂ１相当以上

育成就労
評価試験
初級 技能検定１級

３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目～

・技能実習２号から特定技能１号への移行
・育成就労を経ずに特定技能１号で入国 等

《育成就労計画》

キャリア
ステップ
の概要

複数作業員の指導、現場管理としての就労
年数（２年以上）

技能修得状況や学習の理解度等に係る教材を活用した定期的なフォローアップ

特定技能２号評価試験

《１号特定技能外国人支援計画》

建築物衛生管理技術者、各種監督者

緑色

１

技能検定２級

安全・衛生教育

複数作業員の指導、現場管理 、
計画作成、進行管理等のマネジメン

ト業務

資料８
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育成・キャリア形成のイメージ(ビルクリーニング業務区分)（案）

在留資格
目指すレベル
（求められる
役割・作業）

必要な技能・知識・資格とそのための研修・講習

専門技能 日本語能力 マネジメ
ント経験

その他経験
等

育成就労

基礎的な技能を修得
し、上長からの具体
的な指示があれば、
現場で着実に、器具
機材の準備片付け、
各種清掃作業の補助
を行えるようになる。
特定技能１号への移
行を目指す。

就労中の取組：
育成就労評価試験初級（１
年目）
特定技能１号評価試験（３
年目）

就労開始までに必
須：日本語教育の
参照枠A1相当以
上又はそれに相当
する日本語講習の
受講
就労中の取組：日
本語教育の参照枠
A2.2相当以上

ー

建築物衛生管理
技術者、各種監
督者・従事者、
普通自動車運転
免許等（経験年
数と必要に応じ
て適宜）

特定技能１号

全体的な指示を理解
し、作業手順に基づ
き、日常清掃又は定
期清掃作業を遂行す
る。特定技能２号へ
の移行を目指す。

就労開始に必須：
特定技能１号評価試験
就労中の取組：
技能検定２級（４～５年
目）
技能検定１級又は特定技能
２号評価試験（８年目）

就労開始に必須：
日本語教育の参照
枠A2.2相当以上

就労中の取組：日
本語教育の参照枠
B1相当以上

建築物衛生法第２条第１項に規定する特定建築物
の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の２第 1 
項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同運
用要領別冊10項第８号に規定する建築物環境衛
生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物
（住宅を除く。）内部の清掃に、複数の作業員を
指導しながら従事し、現場を管理する業務（2
年）

特定技能２号

自らの判断により高
度に専門的・技術的
な業務を遂行し、又
は、監督者として業
務を統括しつつ、こ
れまでに習得した技
能・知識で業務を遂
行する。

就労開始に必須：
技能検定１級又は特定技能
２号評価試験（８年目）

就労開始に必須：
日本語教育の参照
枠B1相当以上

現場監督者、管
理者候補として、
複数作業員の指
導、現場管理 、
計画作成、進行
管理等のマネジ
メント業務

２

資料８
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育成・キャリア形成のイメージ（ビルクリーニング）（案）

出典：令和6年度厚生労働省委託事業「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査一式事業実施報告書」

技能実習（または育成就労）から特定技能1号を

経て特定技能2号へと移行していく具体的な

キャリアパス例を示します。
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